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通所介護・介護予防通所介護相当サービス 

重要事項説明書（令和６年６月現在） 

 

  通所介護・介護予防通所介護相当サービス（以下、「通所介護等」。）の提供に当たり、

事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のと

おり説明します。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 小榊アスカ福祉会 

主たる事務所の所在地 
〒850-0079  

長崎市みなと坂1丁目6番35号 

代表者（職名・氏名） 理事長 吉田芳男 

設 立 年 月 日 2002年 7月 3日 

電 話 番 号 095-834-4141 

 

２．事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 デイサービスセンターアスカ 

事 業 所 の 所 在 地 
〒850-0079    

長崎市みなと坂1丁目6番35号 

電 話 番 号 095-834-4141 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 095-834-4142 

指定年月日・事業所番号 2003年7月1日指定 4270135066 

利 用 定 員 40人  

通常の事業の実施地域 長崎市（ただし離島を除く） 

 

３．運営の方針 

・ 通所介護等の提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者、要支援者、事業対象者

（以下、「利用者」。）の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及

び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持

並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。 

・ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、

地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの

提供に努めます。 

 

４．提供するサービスの内容 

・食事の提供 

  食事、おやつの提供及び必要な介助を行います。 
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・入浴（個浴、一般浴、機械浴） 

  入浴サービスの提供及び必要な介助を行います。 

  自宅の浴室を安全に利用できるための指導、訓練を行います。 

・機能訓練 

  利用者が日常生活を営む上で必要な機能の減退を防止するための訓練、利用者の心身

の活性化を図るための集団レクリエーション等を行います。 

・健康状態の確認 

  体調や血圧等の確認を行います。 

・送迎 

  居宅から事業所までの送迎及び乗降の介助を行います。 

・日常生活における相談及び助言 

  利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行います。 

・その他日常生活上の援助 

  利用者に必要な日常生活上の世話及び援助を行います。 

 

５．営業日時 

営 業 日 

月曜日から日曜日まで 

ただし毎月第1日曜日（7月は第2日曜日）、年末年始（12月31日から

 1月2日まで）を除きます。 

営業時間  午前 8時30分から午後 5時30分まで 

サービス提供時間  午前 9時から午後 4時30分まで 

 

６．事業所の従業者の体制                            （令和 6年 6月 1 日現在） 

職種 
常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 人 1人   

生活相談員 人 4人 人 人 

 看護職員 人 1人 人 3人 

 介護職員、介護補助職員 3人 4人 4人 人 

機能訓練指導員 人 2人 人 3人 

送迎員 1人 人 3人 人 

調理員他 2人 人 4人 人 

 

７．利用料等 

 サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利

用者負担金」は、原則として基本利用料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割

合を乗じた額です。 

ただし、支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支

払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担当

窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。 
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（１）通所介護の利用料 

【基本部分：通所介護費】（通常規模型） 

所要時間 
利用者の

要介護度 

通所介護費（１回あたり） 

単位数

(注4,5

)参照 

基本利用料 

（注１）参照 

利用者負担金 

(自己負担１割の場

合) （注２）参照 

利用者負担金 

(自己負担２割の場

合) （注２）参照 

利用者負担金 

(自己負担３割の場

合) （注２）参照 

７時間以

上 

８時間未

満 

要介護１ 658 ６,６７２円 ６６８円 １,３３５円 ２,００２円 

要介護２ 777 ７,８７８円 ７８８円 １,５７６円 ２,３６４円 

要介護３ 900 ９,１２６円 ９１３円 １,８２６円 ２,７３８円 

要介護４ 1,023 １０,３７３円 １,０３８円 ２,０７５円 ３,１１２円 

要介護５ 1,148 １１,６４０円 １,１６４円 ２,３２８円 ３,４９２円 

 

【加算・減算】 

 要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。 

加算等の種類 

加算・減算額（１回あたり） 

単位数 
基本利用料 

（注１）参照 

利用者負担金 

(自己負担１割の場合)

 （注２）参照 

利用者負担金 

(自己負担２割の場合)

 （注２）参照 

利用者負担金 

(自己負担３割の場合)

 （注２）参照 

入浴介助加算（Ⅰ） 40 405円 41円 81円 122円 

入浴介助加算（Ⅱ） 55 557円 56円 112円 168円 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 56 567円 57円 114円 171円 

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 76 770円 77円 154円 231円 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20 202円 21円／月 42円／月 63円／月 

ADL維持等加算（Ⅱ） 60 608円 61円／月 122円／月 183円／月 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 20 202円 21円／6月 42円／6月 63円／6月 

科学的介護推進体制加算 40 405円 41円／月 82円／月 123円／月 

送迎減算(片道につき) ▲47 ▲477円 ▲48円 ▲48円 ▲48円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22 223円 22円 44円 66円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 
（基本利用料＋各種

加算減算)の9.2％ 
左記額の1割 左記額の2割 左記額の3割 
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（２）介護予防通所介護相当サービス利用料（一ケ月） 

区  分 単位 利用料金 
利用者負担金

（１割） 

利用者負担金

（２割） 

利用者負担金

（３割） 

要支援１ 1,798 18,231円 1,824円 3,647円 5,470円 

要支援２ 3,621 36,716円 3,672円 7,344円 11,015円 

科学的介護推進体制加算 40 405円 41円 82円 123円 

送迎減算 ▲47 ▲477 円 ▲48 円 ▲48 円 ▲48 円 

サービス提供体制強化

加算（Ⅰ）要支援１ 
88 892円 89円 178円 267円 

サービス提供体制強化

加算（Ⅰ）要支援２ 
176 1784円 178円 356円 534円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 利用単位数×9.2％ 左記の 1 割 左記の 2 割 左記の 3 割 

（注１）上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額（事業所の所在

地が７級地のため、単位数に 10.14を乗じた額）であり、これが改定された場合は、

これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本

利用料等を書面でお知らせします。 

（注２）介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額を

ご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

（注３）上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が

生じることがあります。 

（注４）感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実

績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも 100 分の５以上減少している場

合には、利用者数が減少した月の翌々月から３月以内に限り、１回につき所定単位数

の 100分の３に相当する単位数が所定単位数に加算されます。ただし、利用者数の減

少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認めら

れる場合には、当該加算の期間が終了した月の翌月から更に３月以内に限り、引き続

き１回につき所定単位数の 100分の３に相当する単位数が所定単位数に加算されるこ

とがあります。 

 

（３）その他の費用 

食 費 昼食、おやつ代600円 

おむつ代等 
紙おむつ100円/枚、パッド50円/枚 

使い捨て髭剃り30円/個、不織布マスク50円/枚 

交通費 女神大橋通行料 実費 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担

が適当と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必

要な身の回り品など）について、費用の実費をいただきます。 

 

（４）キャンセル 

 昼食の準備の都合がありますので、利用予定日の前営業日 17 時 30 分までに事業所に申

し出てください。 
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（５）支払い方法 

毎月、10日以降に前月分の利用料の請求をいたしますので25日までにお支払ください。 

お支払方法は、銀行・郵便局の指定口座からの引き落としまたは現金払いをご契約の際に

選択できます。  

 

８．サービスの利用に当たっての留意事項 

・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。 

・複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならないよ

うお願いします。 

・利用者の事情で時間に遅れた場合または早く帰られた場合、ケアプラン上の利用料をい

ただきます。また時間帯によっては送迎サービスがお受けできない場合があります。 

 

９．秘密保持及び個人情報の保護 

・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、

在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様と

します。 

・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラ

イン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

・事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報について

はその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案の

ためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又

はその家族の個人情報を用いません。 

 

１０．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速や

かに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

利用者の主治医 

医療機関の名称 

氏名 

所在地 

電話番号 

 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄） 

電話番号 

 

 

１１．事故発生時の対応 

 通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援

専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 また、利用者に対する通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行います。 

 

 

 

 

 

 



  6 / 11 

 

１２．苦情相談窓口 

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。 

 

（１）事業所の窓口 

事業所相談窓口 

電話番号  095-834-4141 

受付時間 月曜日から日曜日 8時30分から17時30分（第1日曜日を除く） 

担当者名 古賀  梅山 （生活相談員） 

 

（２）その他苦情申立の窓口 

苦情受付機関 

長崎市高齢者すこやか支援課 電話 095-829-1146 

長崎市介護保険課 電話 095-829-1163 

国民健康保険団体連合会 電話 095-826-1599 

 

１３．自然災害対策、感染症対策  

・事業所は、業務継続計画（ＢＣＰ）を作成し、災害に対する具体的な防災計画を作成し

ます。 

・事業所は、ＢＣＰに基づき、定期的に利用者及び従業者等の避難、救出その他必要な訓

練を行います。 

 

１４.虐待防止 

  事業所は高齢者虐待防止に関して法人に委員会を設置し、これに従い業務を運営します。 

 

１５．身体的拘束の適正化 

事業所は身体的拘束の適正化に関して法人に委員会を設置し、これに従い業務を運営し

ます。 

 

１６．サービスの終了 

 次の場合にサービスは終了となります。 

 

（１）利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の7日前までに文書でお申し出下さい。 

ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が7日以内

の通知でもこの契約を解約することができます。 

 

（２）事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があり 

ます。その場合は、1ヶ月前までに文書で通知します。 

 

（３）自動終了 

次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。 

・利用者が入院又は介護保険施設へ入所した場合 

・利用者の要介護状態区分が自立となった場合 

・利用者が死亡した場合 

 



  7 / 11 

 

（４）その他 

①次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了する

ことができます。 

・事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合 

・事業者が、守秘義務に反した場合 

・事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

・事業者が、倒産した場合 

 

②その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意すること

ができない場合には契約を解約することができます。 

③次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了させ

ていただく場合があります。 

・利用者の利用料等の支払いが2ヶ月以上遅延し、利用料等を支払うよう催告したにも拘

らず、別途定めた期限内に支払われなかった場合 

・利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者に対して、この契約を継続し難

いほどの背信行為を行った場合 

 

 

 

 

 

 

   令和    年    月    日 

 
 

事業所は、利用者へのサービス提供開始に当たり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

 

説 明 者  所 在 地  長崎市みなと坂 1丁目 6番 35 号 

事業所名  デイサービスセンターアスカ 

氏  名        

 

 

私は、事業所より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 
 
        利 用 者  住 所                     

 

氏 名                        

 

 

代 理 人 

住 所                     

 

氏 名                      

   

本人との続柄           
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利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 

 

                                                             

事業所又は施設名 デイサービスセンターアスカ 

 

措  置  の  概  要 

 

１ 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置 

       苦情受付担当者    古賀美奈子  （長崎市みなと坂１丁目６番３５号） 

                                         電話 095―834―4141 

       苦情解決責任者    中 村 剛   （長崎市みなと坂１丁目６番３５号） 

                                          電話 095―834―4141 

２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

 

利用者・家族 

 サービスに対する苦情 

苦情申立 ↓            ↑ 結果報告 

デイサービスセンターアスカ 苦情受付担当者⇔苦情解決責任者 

                                      ↑                                       

法人苦情受付窓口 

↑ 

第三者委員会 

 

    デイサービスセンターアスカの担当が、受付にて苦情の内容を確認し、原因等を 

調査し、苦情解決責任者とともに話合いなどを行い、対応する。法人に関わるよう 

な苦情であれば、法人の苦情窓口に話を持ち込み、必要であれば第三者委員会を招 

集し、速やかに解決策を検討し、利用者へ提示する。 

    第三者委員 

      近藤久美  （民生児童委員） ８３４－４００５ 

猪狩立子  （民生児童委員） ８６５－３３７５ 

山下弘次  （元民生委員）   ８６５－５５２１ 

３ 法人として解決が困難な場合 

     長崎市高齢者すこやか支援課      電話 ８２９－１１４６ 

     国民健康保険団体連合会介護保険課   電話 ８２６－１５９９ 
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事故発生時対応マニュアル    

 

      

                                                                     

 

１．デイサービスセンターアスカにおいて事故が発生した場合や具合が悪くなる場合は、速

やかに利用者の家族や主治医、救急隊、法人管理者に連絡を行ない、必要な措置を講じ

ます。 

 

（１） 看護職員・介護職員が行う事故発生時の連絡体制 

デイサービスセンターでの介護サービス提供時に利用者等に人身的な事故が発生

した場合や具合が悪くなった場合は、主治医へ連絡し、怪我の状態等によって対応

は異なりますが、指示を受け応急処置、救急車等への連絡を行います。また、利用

者家族への連絡、管理者、居宅介護支援事業所への連絡を行います。 

 

看護職員・介護職員 

                                  ↓ 

主治医 

                                  ↓ 

１１９番通報 

                                  ↓ 

家  族 

                                 ↓                            

管理者 

     

 

（２） デイサービスセンター管理者が行なう事故発生時の連絡体制 

介護職員からの連絡を受け、法人管理者への連絡と状況に応じて市町村や関係機

関へ連絡を行います。  

 

２．デイサービスセンターアスカは事故の状況および事故に際してとった処置を事故報告書

に記録し、事故処理の完結の日から２年間保管いたします。 

 

３．デイサービスセンターアスカは発生した事故については、原因を解明し、再発防止のた

め対策および損害賠償等に関する事項を検討して対応を図ります。 
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個人情報使用同意書 

 

 

 

私（利用者及びその家族）の個人情報については、下記の場合により必要最小限の範囲内で

使用することを同意します。 

 

記 

 

１ 使用目的 

  サービスを円滑に提供するために実施されるサービス担当者会議や介護支援専門員との

連絡調整等において必要な場合とする。 

 

２ 条件 

  個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の第三者に漏洩するこ

とのないよう細心の注意を払うこととする。 

 

以上 

 

 

令和    年    月    日 

 

社会福祉法人 小榊アスカ福祉会 

デイサービスセンターアスカ管理者 様 

 

 

利用者     住所                      

 

 氏名                      

 

 

利用者の家族  住所                      

    

氏名                      
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写真、動画等の公開に関する確認 

 

 

 

 

小榊アスカ福祉会では会の活動内容やご利用者が各事業所で過ごしているご様

子を地域の方々やご家族にお知らせするために、広報誌（アスカ通信）の発行や

ホームページ、インスタグラムなどのソーシャルネットサービス（ＳＮＳ）での

発信を行っています。これらに関しまして掲載の是非をお示しください。 

 

 

（  ） 広報誌：毎月１回発行。 

小榊地区の掲示板に掲示。 

木鉢ふれあいセンター、小榊地域センター、小榊郵便局に

て配布。 

各事業所がお渡しする請求書に同封。 

 

（  ） ホームページ：https://asukafukushikai.jp/ 

 

（  ） インスタグラム：小榊（こさかき）アスカ福祉会 

             不定期に掲載 

https://asukafukushikai.jp/

